
国富町医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、エネルギー価格、食料品価格等の物価高騰の影響を受ける町

内の医療機関等の負担軽減措置として、令和７年度予算の範囲内において実施す

る国富町医療機関等物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交付する

ことにより、医療機関等の経営の安定化を図り、医療サービス等の安定した提供

を図ることを目的とする。 

（交付対象者） 

第２条 支援金の交付の対象となる者は、令和７年４月１日において、本町に所在

する別表に定める医療機関等を運営し、交付申請日時点に当該事業を継続してい

る事業者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、医療機関等が次の各号のいずれかに該当するときは、

支援金の交付の対象としない。  

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員が運営に

関与しているとき。 

⑵ 法人の役員等が前号に掲げる者のいずれかに該当するとき。 

（支援金の内容） 

第３条 支援金の額は、別表に定める額とする。 

２ 支援金の交付は、１施設につき１回限りとする。 

（交付申請） 

第４条 支援金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、次

に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

⑴ 国富町医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書（別記様式第１号） 

⑵ その他町長が必要と認める書類 

（申請期限） 



第５条 前条の規定による交付申請の期限は、令和７年１１月２５日までとする。 

（交付決定等） 

第６条 町長は、第４条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支援

金の交付の可否を決定し、国富町医療機関等物価高騰対策支援金交付決定（却下）

通知書（別記様式第２号）により通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者が指定する

口座に支援金を振り込むものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第７条 町長は、次のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一

部を取消し、支援金を返還させることができる。 

⑴ 第２条に規定する要件を満たさないことが判明したとき。 

⑵ その他町長が支援金を交付することが適当でないと認めたとき。 

（返還）  

第８条 町長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、

既に支援金の交付を受けた者があるときは、当該支援金を返還させるものとする。 

（関係書類等の保存） 

第９条 支援金の交付を受けた者は、当該支援金に係る関係書類等を、支援金の交

付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならな

い。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長

が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和７年１０月２７日から施行し、令和８年３月３１日限り、その

効力を失う。 

 



別表（第２条、第３条関係） 

施設区分 支援金額 

病院（稼働病床数がある場合） 医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第１

条の５第１項に規定する施設で、か

つ、健康保険法（大正１１年法律第７

０号）第６３条第３項第１号の規定に

よる指定を受けている施設  

１５，０００円×稼働病床数 

病院（稼働病床数がない場合） 医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第１

条の５第１項に規定する施設で、か

つ、健康保険法（大正１１年法律第７

０号）第６３条第３項第１号の規定に

よる指定を受けている施設 

   

５０，０００円／施設 

有床診療所（稼働病床数４床以上の場

合） 医療法第１条の５第２項に規定

する施設のうち１９人以下の患者を入

院させるための施設を有し、かつ、健

康保険法第６３条第３項第１号の規定

による指定を受けている施設  

１５，０００円×稼働病床数 

無床診療所 医療法第１条の５第２項

に規定する施設のうち患者を入院させ

るための施設を有しない施設で、か

つ、健康保険法第６３条第３項第１号

の規定による指定を受けている施設 

５０，０００円／施設 



助産所 医療法第２条第１項に規定す

る施設   

２５，０００円／施設 

施術所 あん摩マッサージ指圧師、は

り師、きゆう師等に関する法律（昭和２

２年法律第２１７号）、柔道整復師法

（昭和４５年法律第１９号）第２条第

２項に基づく施術所で、かつ、健康保険

法第８７条第１項に規定する療養費の

取扱いによる施術を行い、または行う

ことのできる施設 

２５，０００円／施設 

薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律

（昭和３５年法律第１４５号）第２条

第１２項及び同法第４条第１項に規定

する薬局で、かつ、健康保険法第６３条

第３項第１号の規定による指定を受け

ている施設 

１５，０００円／施設 

 備考 この表において、病院及び有床診療所は、令和６年４月１日から令和 

７年３月 31日までの期間において、一番多く稼働した病床数とする。 

 

 

 

 

 

 

   


